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富士河口湖町 

整備計画・更新計画 

2024/9/25現在 

 
令和 6年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

① 児童生徒数 1603 1623 1598 1603 1582 

② 予備機を含む整備

上限台数 

1843.5 1866.5 1277.7 623.5 -10.7 

③ 整備台数 

（予備機除く） 

0 531 531 531 0 

④ ③のうち 

基金事業によるもの 

0 531 531 531 0 

⑤ 累積更新率 0％ 32.7％ 

（累計台数 531） 

66.5％ 

（累計台数 1062） 

99.3％ 

（累計台数 1593） 

100％ 

⑥ 予備機整備台数 0 79 79 79 0 

⑦ ⑥のうち基金事業

によるもの 

0 79 79 79 0 

⑧ 予備機整備率 0％ 14.9％ 14.9％ 14.9％ 0 

※①～⑧は未到来年度等にあっては推定値を記入 

 

（端末の整備・更新の考え方） 

・R7～R9に調達した端末（2ndGIGA）は「児童数×33％」で各校に配布する。 

・R2年度に整備した端末（1stGIGA）は予備機として学校で使用する。（故障するまで(R9頃を想定)） 

 

（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について） 

〇対象台数：1706台（R2整備）／60台（R4追加購入） 

〇処分方法 

・教師用・予備機として学校で使用（故障するまで（R9頃を想定）） 

・業者による処分・再資源化 

〇端末のデータの消去方法 ※いずれかに〇を付ける。 

・自治体の職員が行う 

・処分事業者へ委託する 

〇スケジュール（予定） 

令和 8年 4月 新規購入端末の使用開始 

令和 9年   処分事業者 選定 

令和 9年   使用済端末の事業者への引き渡し 

〇その他特記事項 

- 

 



富士河口湖町 

ネットワーク整備計画 

 

１．必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）  

※ 児童生徒が使用するネットワークの帯域測定により判断する。  

 

100％（小学校 8校／8校、中学校2校／2校） 

 

２．必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール  

 

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール  

令和6年8月20日、ネットワークアセスメント完了。 

 

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール  

 ネットワークアセスメントの結果：通信量・通信速度・通信品質についていずれも問題なし。 

 

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、

当該課題の解決の方法と実施スケジュール  

 ネットワークアセスメントの結果：通信量・通信速度・通信品質についていずれも問題なし。 

（ただし、ユーザー体感等を鑑みて課題がある場合には適切な改善を検討する。） 

 

 

参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省「GIGAスクール構想の実現 学校のネットワーク改善ガイドブック（R6.4）」より 

 

 



富士河口湖町 

校務 DX 計画 

 

（１） 自己点検を踏まえ、チェックリストに示されている課題や、その解決策 

 

 ○教員と保護者間の連絡のデジタル化 

 課題 ：一部の学校で Google フォームを使って出欠席連絡を受け付けている。学校ごとに使用ツールが異な

ると、違う学校に兄弟が通っている保護者にとって利便性に欠けるため、全小中学校で共通のシステ

ムを利用したい。 

解決策：R8年 4月 次期校務支援システムに実装予定の保護者連絡機能を全小中校で利用。 

 

 ○教員と児童生徒間の連絡のデジタル化 

 取り組み：クラウドツールを使って、各種連絡やアンケートを行う。 

 

○学校内の連絡のデジタル化 

取り組み：クラウドツールを使って、各種連絡やアンケートを行う。 

 

 ○教育委員会所管の業務のデジタル化 

 取り組み：情報教育研究会の研修資料・会議資料は印刷しない。（クラウド上で共有し、各自一人一台端末や

校務用 PCから確認する。） 

 

○FAX・押印の原則廃止への取組 

 取り組み：R6年 8月 教義第 2440号「学校との FAXでのやり取りの慣行・学校現場に関連する押印ルールの

見直しについて」を教育委員会・学校の双方で確認し、教育委員会から学校への通知や調査には FAX

を一切利用しない運用を実践している。（これまで FAX を利用していた通知・調査は、全てメール

かクラウドサービスに移行。） 

  

 ○ペーパーレス化への取組 

取り組み：令和 7年 4月～ 職員会議において原則資料の印刷はしない。（クラウド上で共有し、 

各自一人一台端末や校務用 PCから確認する。） 

 

○校務支援システムへの名簿情報の不必要な手入力作業の一掃の取組 

 解決策：令和 8年 4月 次期校務支援システム運用開始。 

 

 

 

（２） 次世代の校務システムの導入に向けた検討について 

  

令和 6年～令和 7年 (富士河口湖町)次期山梨県統一校務支援システム利用環境 設計・構築 

令和 8年 4月    (県）次期山梨県統一校務支援システム運用開始 

 令和 9年 4月    （富士河口湖町）ゼロトラストネットワークでの校務支援システム利用の開始 

 



富士河口湖町 

１人１台端末の利活用に係る計画（1） 

 

１． １人１台端末を始めとする ICT環境によって実現を目指す学びの姿 

 

 
 

富士河口湖町は、富士河口湖町教育大綱の基本方針 3に「質の高い学校教育実施のためＩＣＴを組み合わせた

学習環境の充実を図り、子どもたちに確かな学力と自立の力を育てます」と掲げている。 

機器やネットワークの整備、教職員へのＩＣＴ活用研修の実施、情報教育研究会を中心とした情報の収集・整

理等に取り組み、子どもたちがＩＣＴ活用能力を「学習の基盤となる資質・能力」として断続的、系統的に習

得することを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１人１台端末の利活用に係る計画（2） 

 

 

２．GIGA第１期の総括 

 

取り組みと成果 

 

1.一人一台端末の整備 

全児童生徒にタブレット端末が行き渡り、ICT を活用した学習環境が整った。 

 

2.ネットワーク環境の整備・ネットワークアセスメントの実施 

 学校に通信ネットワークが整備され、オンライン学習や情報共有が円滑に行えるようになった。 

 令和 6 年度に実施したネットワークアセスメントの結果からも国の推奨帯域を満たしていることが確認された。 

 

3.デジタル教材の活用 

 多様なデジタル教材が利用可能になり、児童生徒の主体的な学びを促進した。 

 デジタル学習ドリルの導入により、個々の習熟度に応じた学習が可能になった。 

 

4.教員の ICT活用能力向上 

 教員向け ICT 研修を実施し、ICT 活用能力が向上したことで授業での効果的な活用事例が増加した。 

 

5.授業スタイルの多様化 

 ICT を活用した新しい授業スタイルが導入され、学習意欲の向上や積極的な授業参加が見られるようになった。 

 

6.教育情報セキュリティポリシーの策定 

教育現場特有の事情を踏まえた情報資産の守り方を定める「富士河口湖町教育情報セキュリティポリシー」を作成 

した。クラウド活用を前提とした GIGA スクール構想に相応しいセキュリティレベルの確保により、データ利活用 

や個別最適な学び等、新たな時代に相応しい教育 DX の基盤が構築された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１人１台端末の利活用に係る計画（3） 

 

３.1人１台端末の利活用方策 

すべての教職員が、「教育 DX に係る KPI」及び「GIGA スクール構想の下での校務 DX 化チェックリスト」に記載さ

れている内容を理解することを前提とし、今般の端末の整備・更新により、児童生徒向け 一人一台端末環境の一層

の活用を目指す。 

 

●一人一台端末の積極的活用 

文部科学省の示す「教育 DX にかかる KPI」 では「一人一台端末を週３回以上活用する学校の率」が令和 6 年度に 

100 ％となっていることから、 GIGA 第 2 期では本目標を達成できるよう以下のとおり取り組む。 

 

教育委員会：・端末の整備・更新により、児童生徒向けの一人一台端末環境を引き続き維持する。 

・教職員向けＩＣＴ活用研修の実施により、教職員のＩＣＴスキル向上を目指す。 

・ＩＣＴ支援員配置の継続により、授業等で一人一台端末を活用できる環境を整える。 

 

学校   ：・端末を正しく管理・運用し、児童生徒向けの一人一台端末環境を引き続き維持する。 

・教職員向けＩＣＴ活用研修を積極的に受講し、ＩＣＴスキルの向上を目指す。 

 

●個別最適・協働的な学びの充実 

一人一台端末の利点を生かして、個別最適・協働的な学びの充実を図る。 

場面 具体的な活用法 

児童生徒が自分で調べる場面（調べ学習） インターネットやデジタル教材を用いて効率のよい情報収集

を行う 

児童生徒が自分の考えをまとめ、発表・表現する場

面（発表・表現） 

・プレゼンテーションツールを用いて発表する 

・デザインツールを用いて表現する 

教職員と児童生徒がやりとりする場面 学習管理ツールを用いて情報共有・課題提出を行う 

児童生徒同士がやりとりする場面 情報共有ツールを用いて協働学習を行う 

児童生徒が自分の特性や理解度・進度に合わせて課

題に取り組む場面 

学習ドリルソフトを活用し習熟度に合わせた問題に取り組む 

 

●学びの保障 

一人一台端末を、児童生徒の学びや生活を支援するツールとして活用する。 

対象 具体的な活用法 

事情があって学校に来ることができない児童生徒

（病気や不登校等） 

録画機能や配信機能を利用して、教室外から授業に参加・授

業を視聴する。 

（令和 5 年度に富士河口湖町教育センターにおいても一人一

台端末が活用できる環境を整備済み。） 

日本語に慣れていない児童生徒（外国籍等） 通訳・翻訳機能等を活用し、日本語に慣れない児童生徒の学

習や生活をサポートする。 

 


